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中小建設事業主や中小建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技

能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。 

 

 

 

本助成金は、以下の (1) ～ (12) の助成コースから構成されており、助成コースごとに定めら

れた措置を実施した場合に受給することができます。  

【主な受給要件】 

○トライアル雇用助成金 

(1) 若年・女性建設労働者トライアルコース 

中小建設事業主が若年者又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライア

ル雇用助成金の支給決定を受けたこと   

 

○人材確保等支援助成金 

(2) 建設キャリアアップシステム等普及促進コース 

 建設事業主団体が実施する次の事業に対して助成します。 

ア 中小構成員等（※）に対し、建設キャリアアップシステム（CCUS）の事業者登録、技能者登

録、能力評価（レベル判定）または見える化評価の登録費用の全部又は一部を補助する事業 

イ 中小構成員等（※）を対象に CCUS の事業者登録、技能者登録、能力評価および見える化

評価の事務手続を支援する事業 

ウ 中小構成員等（※）における CCUS の就業履歴蓄積に係るカードリーダーなどの各種機器

やアプリなどのソフトウェア等の導入を促進する事業 

（※）：建設事業主団体の構成員である中小建設事業主等のほか、当該構成事業主と元下関

係にある中小建設事業主等 

(3) 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野）（事業主経費助成） 

建設事業主が若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこ

と  

(4) 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野）（事業主団体経費助成） 

建設事業主団体が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を

行うこと  

(5) 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野）（推進活動経費助成） 

広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、建設工事における作業に係る職業訓練の推進

のための活動を行うこと 

(6) 作業員宿舎等設置助成コース（建設分野）（作業員宿舎等経費助成）  

建設事業主等に対する助成金（旧建設労働者確保育成助成金） 

事業の概要 

内  容 
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中小建設事業主が、 被災三県（岩手県、宮城県、福島県）に所在する建設工事現場での作業

員宿舎、作業員施設 、賃貸住宅（※１）（ 以下「作業員宿舎等」という）の賃借により、作業員宿

舎等の整備を行うこと  

※１ 賃貸住宅は被災三県に雇用保険適用事業所を有する中小事業主が建設労働者を遠隔

地より新たに採用する場合に限る。  

 

(7) 作業員宿舎等設置助成コース（建設分野）（女性専用作業員施設設置経費助成）  

中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借により

整備を行うこと  

(8) 作業員宿舎等設置助成コース（建設分野）（訓練施設等設置経費助成） 

広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置

又は整備を行うこと  

 

○人材開発支援助成金 

(9) 建設労働者認定訓練コース（経費助成） 

中小建設事業主又は中小建設事業主団体（職業訓練法人など）が、職業能力開発促進法によ

る認定職業訓練（※２）を行うこと 

※２ 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業補助金の交付を受けている

認定職業訓練であることが必要です。  

(10) 建設労働者認定訓練コース（賃金助成） 

中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で認定職業訓練（※３）を受講させる

こと 

※３ 人材開発支援助成金（人材育成支援コース）の支給を受けていることが必要です。  

(11) 建設労働者技能実習コース（経費助成）（※４）  

（中小建設事業主又は中小建設事業主団体） 

雇用する建設労働者（雇用保険被保険者に限る）に対して、技能実習を行うこと又は登録教習

機関等で行う技能実習を受講させること  

（中小以外の建設事業主又は中小以外の建設事業主団体）  

雇用する女性の建設労働者（雇用保険被保険者に限る）に技能実習を行うこと又は登録教習

機関等で行う技能実習を受講させること  

(12) 建設労働者技能実習コース（賃金助成）（※４） 

中小建設事業主が、雇用する建設労働者者（雇用保険被保険者に限る）に対して、技能実習

を受講させること  

※４ 有給で技能実習を実施または受講させた事業主が対象となります 

 

 
 

最寄りの労働局またはハローワークにお問い合わせください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwa

n/kensetsu-kaizen.html 

問い合わせ先・参考ＵＲＬ 
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